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強
氏
高
昌
国
の
官
制
に
つ
い
て

は
じ
め
に

中
央
ア
ジ
ア
の
漠
人
王
国
、
麹
氏
高
昌
国
は
、
六
世
紀
初
頭
よ
り
ほ
ぼ
一
世

紀
半
に
わ
た
る
問
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
地
に
そ
の
独
立
を
堅
持
し
、
中
国
の
諸

制
度
を
範
に
と
っ
た
独
自
の
社
会
を
確
立
さ
せ
て
い
た
。
従
来
、
こ
の
国
を
研

究
す
る
に
あ
た
り
、
史
書
の
他
に
碑
文
@
墓
壊
。
古
文

J

菩
等
の
出
土
資
料
が
豊

富
に
残
さ
れ
検
討
に
供
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
に
お
い
て
は
さ
ら
に
中
国
考
古

隊
の
ア
ス
タ
ー
ナ
a

カ
ラ
ホ

1
ジ
ャ
古
墳
群
発
掘
に
よ
り
多
く
の
漢
文
文
書
が

(
1
)
 

新
た
に
収
集
さ
れ
、
現
在
そ
の
移
録
文
が
公
表
さ
れ
て
い
る
o

こ
う
し
た
中

で
、
麹
氏
高
昌
国
に
つ
い
て
も
多
く
の
新
知
見
が
も
た
ら
さ
れ
、
従
来
の
見
解

を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
J
)
う
し

た
新
出
の
史
料
を
基
に
麹
氏
高
邑
国
の
官
制
の
問
題
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
を

加
え
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
の
問
題
に
づ
い
て
は
、
我
国
で
は
既
に
嶋
崎
日
田
氏

趨
氏
高
昌
国
の
官
制
に
つ
い
て

荒

正

晴

1
 

1
 

1
1ノ

(
2
)
 

が
最
も
詳
細
に
わ
た
っ
て
論
究
さ
れ
て
お
り
、
今
に
い
た
る
も
こ
の
国
の
官
制

構
造
を
捉
え
る
場
合
の
基
軸
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
も
こ
う
し
た
嶋
崎
氏

の
御
高
説
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
非
力
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
が

氏
の
残
さ
れ
た
官
制
研
究
上
の
課
題
と
取
り
組
む
一
歩
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ

る。

一
、
中
央
官
制
に
つ
い
て

(

1

)

官
制
の
変
遷

従
来
、
検
討
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
高
周
回
の
中
央
官
制
は
、
官
同
日
目

(
3
)
 

王
に
次
ぐ
令
予
の
下
に
結
世
間
郎
中
(
尚
書
令
的
な
存
在
)
が
置
か
れ
、
こ
れ
に

兵
部
・
民
部
@
記
部
等
の
行
政
官
署
を
統
轄
さ
せ
る
体
制
を
作
ら
せ
、
そ
し
て

そ
の
各
部
に
は
、
長
史
@
司
馬
以
下
の
府
官
系
の
官
が
配
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ

(
4
)
 

る
o

こ
の
体
制
は
、
嶋
崎
氏
が
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
北
貌
よ
り
授
け
ら
れ
た

}L 



史
観
第

-
O九
時

高
昌
王
の
官
爵
で
あ
る
「
際
騎
大
将
軍
@
西
平
郡
開
国
公
」
の
府
と
し
て
の
性

格
を
持
ち
な
が
ら
、
独
立
国
家
と
し
て
こ
れ
を
拡
大
し
尚
書
省
的
性
格
を
併
せ

持
た
せ
よ
う
と
し
た
一
種
独
特
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
高
昌
国
の
第

八
代
玉
で
あ
る
麹
伯
雄
は
、
大
業
五
年
(
六

O
九
年
、
高
昌
の
延
和
八
年
)
に

惰
に
入
朝
す
る
と
、
こ
れ
を
長
慕
す
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
大
業
八
年
(
六

一
二
年
、
延
和
十
一
年
)
に
帰
国
し
た
際
、
国
中
に
解
務
削
植
の
令
を
発
し
て

漠
化
運
動
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
。
こ
の
時
、
中
央
官
制
も
隔
の
官
制
の
影

響
を
〉
つ
け
て
従
来
お
か
れ
て
き
た
府
官
系
の
長
史
。
司
馬
を
廃
し
て
、
長
史
を

郎
中
に
、
ま
た
司
馬
を
侍
郎
に
と
い
う
尚
書
省
系
の
官
制
に
変
え
て
い
っ
た
こ

(
5
)
 

と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。

(
6
)
 

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
次
の
よ
う
な
墓
表
が
新
た
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ア
ス

タ
ー
ナ
古
墳
群
の
張
笠
に
属
す
一
一
四
号
墓
よ
り
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
は
、

(
新
)

健
嗣
六
年
了
卯
歳
、
五
月
戊
申
朔
、
廿
三
日
庚
午
、
辛
除
侍
郎
柚
嶋
監
中
賂

軍
、
選
陪
淋
令
材
料
長
史
、
又
遷
庫
部
郎
中
、
特
榊
冷
如
故
、
追
贈
寧
朔
将
軍
、

結
曹
郎
中
、
闘
陸
陳
氏
陣
之
墓
表
、
)

と
刻
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
張
忠
が
卒
し
た
延
和
六
年
(
六

O
七
年
)

以
前
に
中
央
の
官
吏
と
し
て
庫
部
郎
中
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
。
こ
の
延
和
六
年
は
、
麹
伯
雅
が
障
に
入
朝
す
る
斗
別
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

彼
の
漢
佑
運
動
と
は
関
係
な
く
そ
れ
以
前
か
ら
、
少
な
く
と
も
庫
部
に
は
郎
中

が
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
に
庫
部
に
の

み
こ
の
郎
中
が
配
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
と
こ
ろ
か
ら
、
恐
ら
く
そ
れ
以

。

外
の
各
部
に
も
、
こ
う
し
た
郎
中
は
漢
化
運
動
以
前
に
も
置
か
れ
て
い
た
と
推

測
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
づ
ま
り
こ
の
墓
表
の
存
在
に
よ
り
、
麹
伯
雅
の

漠
化
運
動
に
伴
う
官
制
の
改
革
と
い
う
こ
と
に
づ
い
て
は
、
も
う
一
度
改
め
て

考
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
従
来
の
中
央
官
制
の
捉
え
方
に
あ
く
ま
で
も

立
脚
す
る
岡
山
り
、
こ
の
墓
表
に
見
え
る
郎
中
の
存
在
も
、
先
に
見
た
よ
う
な
官

制
の
変
遷
が
延
和
六
年
以
前
に
お
こ
っ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
何
等
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

ま
た
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
文
書
が
知
ら
れ
て
い
る
。
義
和
三
年
の
紀
年
を

も
づ
「
屯
田
候
列
得
水
調
姿
剣
斗
奏
行
文
書
」
(
以
下
「
屯
田
文
書
」
と
略
称

(
8
)
 

す
る
)
と
題
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

〔
前
略
〕

(
餅
)

謹
案
篠
列
得
水
調
麦
九
斗
、
列
別
如
右
。
記
識
、
奏
諾
奉

門
下
校
郎
高

侍

郎

防

侍

郎

陰

侍
郎

高麹

犠
岡
三
年
丙
子
一
蹴
月

長
史
一
ハ

屯
田
可
馬

(
簿
)

屯
田
主
薄

8 

行。

9 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

日

(
9
)
 

屯
間
奏
什
一

日車問
「
郡
普
」



和
「
住
児
」

王
「
口
口
」

王
「
善
口
」

(
ミ
吋
九
戸
忌

ω
E
-
E
)

(
日
)

こ
こ
に
見
え
る
屯
田
は
、
従
来
確
認
さ
れ
て
き
た
兵
部
@
民
部
等
の
八
部
の

中
に
は
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
書
及
び
そ
の
他
の

(
孔
)

い
く
づ
か
の
新
出
の
史
料
に
よ
り
、
八
部
同
様
中
央
に
置
か
れ
て
い
た
重
要
な

官
署
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
特
に
こ
こ
に
見
え
る
奏
行
文
書
の
形
式
、

即
ち
奏
文
の
後
に
「
謹
案
、
候
列
・
:
:
列
別
如
右
。
記
識
。
奏
諾
奉
行
」
と
い

う
文
一
言
を
配
し
、
そ
の
後
に
門
下
校
郎
@
侍
郎
等
の
数
人
の
署
名
を
載
せ
、
そ

し
て
そ
れ
に
続
け
て
、
奏
し
た
年
月
日
を
前
に
、
担
当
官
の
署
名
を
後
に
記
す

形
は
、
高
昌
に
お
か
れ
て
い
た
各
行
政
官
署
の
奏
行
文
書
の
形
式
に
共
通
す
る

(ロ)

も
の
で
あ
っ
た
。
奏
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
が
、
こ
れ

が
奏
さ
れ
た
義
和
年
閉
会
ハ
一
四

t
一
九
年
)
は
種
々
検
討
さ
れ
て
い
る
よ

(
日
)

う
に
麹
氏
高
昌
国
の
伝
国
年
数
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の

事
情
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
呉
震
氏
に
よ
れ
ば
麹
伯
雅
が
国
を
失

(
M
)
 

ワ
て
い
た
期
間
と
さ
れ
る
。
こ
の
義
和
年
間
に
少
な
く
と
も
屯
田
の
官
署
に
関

し
て
は
、
こ
の
文
書
の
最
後
の
十
五
行
目
以
降
の
署
名
部
分
よ
り
、
長
史
・
司

馬
と
い
う
府
営
系
の
官
名
が
ま
た
復
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

〈
日
)

ま
た
延
寿
元
年
(
ム
ハ
二
四
年
)
に
は
、
吏
部
郎
中
の
名
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
従
来
の
中
央
官
制
の
理
解
に
よ
れ
ば
ま
ず
当
初
長
史
・
司
馬
と
い
う
府
官

系
の
官
が
各
部
に
配
さ
れ
て
い
た
の
が
、
延
和
六
年
(
六

O
七
年
)
以
前
の
あ

21 20 19 

屯
田
吏

屯
田
吏

麹
氏
高
田
回
国
の
官
制
に
づ
い
て

る
時
点
で
そ
れ
が
郎
中
@
侍
郎
と
い
う
尚
書
省
系
の
官
に
代
わ
ら
れ
、
そ
れ
が

ま
た
義
和
年
間
に
も
と
の
長
史
@
司
馬
に
復
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
ま
た
郎

中
・
侍
郎
に
一
戻
一
さ
れ
た
と
解
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
次
の
張

延
衡
の
墓
表
に
注
目
し
て
裁
き
た
い
。
こ
れ
に
は
、

貞
観
廿
年
歳
次
丙
午
十
し
月
己
未
朔
、
廿
一
日
乙
卯
、
新
」
除
侍
郎
、
轄
門
下

校
郎
、
遷
湾
L

林
令
、
選
陵
江
将
軍
、
誇
林
令
」
如
故
、
更
遷
陵
江
将
軍
、
口

部
」
長
史
、
後
濯
倉
部
郎
中
、
湾
林
」
令
如
故
。
大
唐
統
御
津
被
故
」
老
、
蒙

授
騎
都
尉
。
春
秋
八
十
」
有
二
。
張
延
衡
之
墓
表

(
日
山

)

I

l

l

i

-

-

i

と
見
え
、
こ
の
貞
観
二

O
年
(
六
四
六
年
)
に
八
十
二
才
で
卒
し
た
張
延
衡
が
、

口
部
長
史
(
高
昌
国
当
時
の
最
終
官
で
あ
る
倉
部
郎
中
に
選
る
前
の
官
)
と
な

っ
て
い
た
の
が
、
延
和
六
年
(
六

O
七
年
、
当
時
四
三
才
)
以
後
の
こ
と
と
想

定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
更
に
複
雑
な
官
制
の
変
遷
を
予
獄
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

場
合
も
起
り
得
る
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
官
制
の
変
遷
と
い
う
も

の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
国
の
中
央
官
制
の
構
造
を
捉

え
る
た
め
に
も
、
ま
ず
そ
の
こ
と
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
こ
の
間
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
以
下
の
点
に
つ
い
て
指
摘

し
て
お
き
た
い

Q

そ
も
そ
も
郎
中
と
い
う
官
が
、
各
部
に
お
か
れ
て
い
た
の

は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
麹
伯
雅
の
延
和
六
年
以
前
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
湖
る
も
の
な
の
か
は
今
の
と
こ
ろ
全
く
知

る
史
料
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
畠
固
に
お
い
て
郎
中
と
い
う
官
名
そ
の

も
の
が
、
中
央
の
官
制
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
実
は
建
国
当
初
よ
り
の
こ

と
で
あ
っ
た
と
怠
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
述
し
た
高
昌
令
ヲ
の
も
と
に
お
か
れ



史
観
第
一

O
九
冊

(
U
)
 

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
〈
都
)
結
曹
郎
中
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
官
は
、
既
に

触
れ
た
よ
う
に
高
昌
国
に
お
い
て
各
部
を
統
率
し
て
い
た
尚
書
令
的
な
存
在
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
(
都
)
結
曹
郎
中
は
、
さ
ら
に
減
っ
て
い
う
な
ら
ば
、

(
沼
)

白
須
浄
真
氏
が
推
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
麹
氏
高
昌
国
建
国
以
前
の
且
渠
氏

高
島
時
代
の
都
郎
中
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
即
ち
、
大
涼

(

明

日

)

承
平
一
三
年
ハ
四
五
五
年
)
且
渠
封
戴
の
墓
表
に

大
涼
味
坪
十
三
年
歳
在
乙
未
四
月
廿
四
日
、
冠
軍
将
軍
・
涼
都
高
昌
太
守
・

都
郎
中
、
大
ほ
懐
樹
戴
府
君
之
墓
表
也

と
見
え
、
こ
の
瓦
渠
封
戴
の
帯
び
た
骨
骨
恥
が
白
須
氏
の
言
わ
れ
る
如
く
、
そ

の
名
号
及
び
彼
の
地
位
の
高
さ
よ
り
判
断
し
て
抽
畑
氏
高
昌
国
の
《
都
)
結
曹
郎

中
同
様
、
尚
書
令
的
な
存
在
と
推
測
さ
れ
、
尚
書
に
配
さ
れ
た
除
恥
を
都
べ
る

(
初
)

官
を
意
味
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

実
際
に
各
部
に
郎
中
が
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
、
執
れ
も

七
世
紀
以
後
に
下
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
、
麹
氏
高
昌
国
総
お
い
て
は
当
初

よ
り
各
部
を
統
轄
す
る
尚
書
令
的
な
官
に
、
敢
え
て
こ
の
前
代
の
都
郎
中
に

つ
な
が
る
(
都
〉
綜
曹
郎
中
と
い
う
独
自
の
官
号
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
当
初
に
各
部
に
実
際
に
郎
中
が
配
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
今
の
と
こ

ろ
立
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
(
都
)
紹
曹
郎
中
の
存
在
は
、
そ
の

建
国
当
初
か
ら
郎
中
と
い
う
官
が
、
当
然
中
央
の
行
政
各
部
に
置
か
れ
る
も
の

(
お
)

と
し
て
準
備
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

郎
中
の
官
号
の
あ
り
方
を
見
る
な
ら
ば
、
さ
き
に
見
た
よ
う
な
中
央
に
お
け
る

官
制
の
変
遷
と
い
う
も
の
、
と
り
わ
け
そ
の
郎
中
・
侍
郎
と
い
う
も
の
の
存
在

を
、
従
来
の
よ
う
に
府
官
系
の
長
史
・
司
馬
の
体
制
を
廃
し
て
、
始
め
て
そ
こ

で
こ
れ
に
代
づ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
簡
単
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
我
々
は
ま
ず
こ
の
国
ゆ
官
制
変
遷
に
づ
い
て
再
検
討
す
る
た
め
に

も
、
こ
れ
ら
の
官
号
そ
の
も
の
の
性
格
を
採
っ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

ハ
2
)

官
号
の
性
格

こ
の
官
号
の
性
格
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
始
め
に
次
の
よ
う
な
史
料

が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
む
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
先
に
も

(
幻
)

見
た
張
忠
の
墓
表
に
記
録
さ
れ
る
彼
の
任
じ
た
官
職
名
で
あ
る
。
即
ち
「
:
:

選
時
跡
令
縛
長
史
、
又
選
摩
部
郎
中
、
陪
淋
令
如
故
:
:
:
」
と
あ
り
、
庫
部
郎

中
に
選
る
前
の
官
が
長
史
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
延
昌
二
年
(
五
六

(
沼
)

二
年
〉
の
張
洪
妻
焦
氏
の
墓
表
に
も
「
回
一
層
二
年
壬
午
歳
十
一
月
卯
朔
廿
九
日

乙
未
:
:
:
遷
潟
長
史
、
令
如
故
。
:
・
眼
供
妻
焦
氏
之
墓
表
」
と
見
え
、
張
洪
が

生
前
長
史
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
墓
表
に
記
載
さ
れ
る
官

歴
は
、
そ
の
官
が
各
部
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
そ
の
官
署
名
を
記

す
の
が
通
常
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
長
史
は
実
際
に
各
部
に
置

か
れ
た
長
史
で
は
な
い
蓋
然
性
が
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
身
分
上
の
高
さ

か
ら
見
る
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
も
県
令
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
か
ら
、
各
部
に
あ
づ

(
幻
)

た
長
史
と
、
全

4
同
位
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
墓
表
ば
か

{

倒

的

)

り
で
な
く
『
造
寺
碑
』
の
中
に
も
、
最
後
に
刻
さ
れ
た
署
名
中
に
各
部
の
長
史

を
列
す
る
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
以
下
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

長
史
・
建
武
絡
寧
・
領
兵
部
事
口



長
史
・
虎
威
賂
軍
・
領
庫
部
事
随

長
史
・
威
遠
将
軍
・
領
都
官
事
麹

凌
江
賂
寧
麹

長
史
・
威
遠
路
軍
・
領
口
部
事
馬

長
史
・
威
遠
賂
寧
・
領
記
部
事
陰

長
史
・
平
漠
賂
軍
・
領
主
客
事
氾

長
史
和

こ
の
よ
う
に
各
部
を
領
す
長
史
の
最
後
に
「
長
史
和
」
と
記
さ
れ
る
だ
け
の

も
の
が
↑
員
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
各
部
を
領
す
る
長
史
と
は
異
な
り

行
政
部
を
領
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
身
分
的
に

は
各
部
長
史
と
同
位
の
も
の
と
し
て
列
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
長
史
と
い
う
官
号
は
、
中
央
官
署
の

職
務
を
領
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
職
務
を
領
さ
ず
た
だ
単
に
長
史
の

身
分
と
し
て
存
在
す
る
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
各

部
長
史
と
身
分
的
に
同
位
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

他
の
郎
中
・
司
馬
・
侍
郎
に
づ
い
て
も
、
例
え
ば
侍
郎
の
場
合
、
白
須
氏
が
検

(
お
)

討
さ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
張
氏
の
よ
う
な
有
力
豪
族
が
官
途
に
就
く
際
に
、

最
初
に
任
ぜ
ら
れ
る
特
定
の
品
階
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
同
じ

(
街
)
(
年
)
ハ
授
)
、
、
、

く
こ
う
し
た
張
氏
に
属
し
た
張
懐
殺
の
墓
誌
に
は
「
ヰ
滞
在
繊
細
併
、
偽
積
吏
部
侍

郎
L
と
見
え
、
幼
い
こ
ろ
に
吏
部
侍
郎
が
授
け
ら
れ
、
こ
れ
か
ら
出
身
し
て
い
る

(
幻
)

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
張
懐
寂
の
吏
部
侍
郎
も
、
同
じ
張
氏
一
族
に

属
す
も
の
と
し
て
侍
郎
の
位
階
よ
り
出
身
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

麹
氏
高
畠
国
の
管
制
に
づ
い
て

(お〉

る
か
ら
、
こ
の
こ
と
よ
り
、
侍
郎
と
い
う
官
は
、
先
に
見
た
長
史
の
場
合
と
同
じ

よ
う
に
、
吏
部
な
ど
の
職
務
を
領
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
た
だ
単
に
侍
郎
の
身

分
と
し
て
存
在
す
る
だ
け
の
こ
と
も
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
『
文
書
』
及
び
そ
の
他
の
史
料
の

中
に
見
え
る
郎
中
・
司
馬
と
い
う
官
号
に
つ
い
て
も
、
長
史
や
侍
郎
の
場
合
と
同

(
明
日
)

様
に
捉
え
直
し
て
み
る
必
要
は
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
長
史
や
司
馬
或
い
は
郎
中

や
侍
郎
に
、
各
部
の
実
際
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
が
た
だ
単
な
る
予
備
官
員
的
な
存
在
で
あ
っ
た
可
能
性
も
探
っ
て
ゆ

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
国
の
揚
合
そ
の
こ
と
よ
り
も
も
っ
と
根
本
的

な
観
点
か
ら
こ
れ
ら
の
官
号
を
考
え
直
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
高
昌
の
中
央
官
制
の
つ
い
て
、
『
周
書
』
巻
五

O
、
高
邑
伝

は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

官
有
令
安
一
人
、
比
中
夏
相
圏
、
次
有
公
二
人
、
皆
其
王
子
也
。
一
潟
交
河

公
、
一
須
田
地
公
。
次
有
左
右
衛
。
次
有
八
長
史
、
日
吏
部
・
洞
部
・
庫
部

・
倉
部
・
主
客
・
麓
部
・
民
部
・
兵
部
等
長
史
也
。
次
有
建
武
・
威
遠
・
陵

江
・
殿
中
・
伏
波
等
賂
筆
。
次
有
八
司
馬
、
長
史
之
部
也
。
次
有
侍
郎
・
校

(
書
)
郎
・
主
簿
ー
従
事
。
階
位
相
次
分
掌
諸
事
。
次
有
省
事
、
専
掌
導

引
。
其
大
事
決
之
於
玉
、
小
事
則
世
予
及
二
公
随
状
断
決
。
:
・
〈
中
略
〉
・

官
人
難
有
列
位
、
詮
無
曹
府
。
唯
毎
旦
集
於
牙
門
、
評
議
衆
事
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
記
事
に
は
多
く
の
官
名
の
漏
れ
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
し
か

し
な
が
ら
こ
れ
に
よ
り
こ
の
国
の
官
制
の
大
体
の
様
相
を
窺
う
こ
と
は
で
き

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
高
島
国
で
は
、
官
人
に
は
長
史
・
司
馬
・
侍
郎
な
ど
の



史
観
第
一

O
九
冊

列
位
(
階
位
)
が
あ
り
諸
事
を
分
掌
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際
上
の
行
政
を

と
る
官
署
が
な
く
毎
朝
牙
門
(
王
廷
)
に
集
ま
り
衆
事
を
評
議
す
る
だ
け
の
体

制
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
も
重
要
な
国
事
に
関
す
る
こ
と
は
王
が
こ
れ
を
決

定
し
、
そ
れ
以
外
の
積
末
な
案
件
は
令
予
と
二
公
が
状
に
随
っ
て
決
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
高
畠
官
人
に
と
っ
て
は
、
長
史
や
司
馬
或
い
は
郎
中
や
侍

郎
な
ど
は
、
各
部
の
重
要
な
職
務
を
伴
う
官
職
名
と
し
て
の
意
味
よ
り
も
、
ま
ず

先
に
官
人
と
し
て
の
身
分
と
官
界
全
体
に
お
け
る
身
分
上
の
列
位
を
表
わ
す
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
『
文
書
』

(
初
)

の
中
に
は
、
ア
ス
タ
ー
ナ
四
八
号
墓
か
ら
の
官
員
名
籍
に
、
多
く
の
数
に
の
ぼ

る
参
事
@
主
簿
。
将
・
吏
の
出
;
下
級
身
分
の
官
員
の
名
を
伝
え
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
恐
ら
く
ア
ス
タ
ー
ナ
等
の
古
墳
群
に
埋
葬
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
多
く
の

(
氾
)

中
@
下
層
の
中
央
官
人
及
び
庶
人
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
息
わ
れ

る
o

特
に
下
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
主
簿
等
は
、
そ
の
数
も
多
い
が
、
こ

{
お
)

れ
は
、
例
え
ば
先
に
見
た
「
屯
回
文
書
」
や
「
遡
懐
願
寅
合
文
書
」
に
も
、
屯

田
主
簿
や
民
部
主
簿
と
し
て
見
え
て
き
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
う
し
た
主
簿
階
層

の
う
ち
で
、
実
際
に
屯
田
や
民
部
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
た
も
の
た
ち
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
た
捉
え
方
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
恐
ら
く
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら

の
下
級
身
分
の
官
人
に
比
し
て
そ
の
数
は
極
め
て
限
ら
れ
る
と
は
い
う
も
の

の
、
先
に
検
討
し
た
長
史
や
侍
郎
の
例
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
各
部
に
配
さ

れ
て
い
た
郎
中
@
長
史
e

司
馬
の
場
合
も
、
基
本
的
に
は
あ
て
は
ま
る
見
方
で

は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
『
文
書
』
及
び
墓
簿
に
は
、
各
部
や
門
下
の
事
を
掌

る
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。

四

-
M賂
寧
兼
担
部
事
氾
快
芝
(
『
文
書
』
二
、
四
四
頁
。
斗
ω
吋
〉
呂
田
忠
一
倍
)

2

平
遠
賂
軍
領
兵
部
事
麹
歓
(
『
文
書
』
三
、
七
三

i
八
七
頁
。
品
目
寸
〉
ζ

仏

国

)

3

虎
寅
賂
軍
中
兵
校
郎
兼
屯
問
事
民
高
(
『
文
書
』
三
、
二
八
二
頁
。
芯

吋
〉
冨
同
日
日
告
)

4
鷹
揚
賂
軍
兼
民
部
事
随
(
「
越
懐
願
頁
舎
文
書
」
注
ハ
認
可
吋
〉
忌
ω
O
H
)

5
左
衛
大
路
軍
兼
兵
部
職

(
H
職
)

(
「
張
雄
夫
人
麹
氏
墓
表
」
注
(
必
)
)

(
戎
)

5

冠
軍
将
軍
兼
屯
田
事
帯
寧
口
線
麹
紹
徽
(
『
造
寺
碑
』
注
(
剖
)
)

7

行
門
下
事
威
遠
将
軍
臣
遡
(
『
文
書
』
三
、
二
八
八
頁
。
詰
寸
〉

g
H印
印

N
申

)

一
行
一
門
下
事
殿
中
将
軍
臣
高

先
の
『
周
書
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
身
分
上
の
位
階
と
し
て
、
長
史
の
上
位

に
左
右
衛
(
将
軍
可
下
位
(
司
馬
の
上
位
)
に
建
武
@
威
遠
@
陵
江
@
殿
中

(
お
)

等
の
各
将
軍
を
配
置
し
て
い
た
が
、
或
い
は
一
づ
の
可
能
性
と
し
て
こ
れ
ら
に

見
え
る
将
軍
も
、
た
だ
将
軍
と
し
て
の
身
分
か
ら
長
史
や
司
馬
や
侍
郎
と
同
様

に
、
各
部
及
び
門
下
の
事
を
掌
っ
て
い
た
と
も
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
官
人
に
は
列
位
は
あ
る
が
官
暑
は
存
在
し
た
い
と
記
さ
れ
る
高
畠
国

の
中
央
各
部
の
実
際
の
あ
り
方
を
よ
く
一
不
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

ま
た
、
先
に
掲
げ
た
張
忠
の
墓
表
に
は
、
彼
の
官
歴
を
伝
え
て
、
侍
郎
↓

(
殿
中
)
将
軍
↓
湾
林
令
↓
長
史
↓
庫
部
郎
中
↓
(
追
贈
)
寧
朔
将
軍
・
結
曹

郎
中
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
以
上
に
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る



な
ら
ば
、
高
島
に
お
け
る
官
人
の
身
分
的
列
位
と
し
て
、
長
史
の
上
位
に
郎
中

が
あ
っ
た
と
見
て
誤
り
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
文
書
』
の
中
に
は
、
ア
ス
タ

(

日

目

)

1
ナ
一
五
回
号
墓
か
ら
の
作
人
名
籍
に
、
上
下
の
列
位
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、

(
前
略
)

5

1
川
川
一
口
郎
中
作
人
口
口

ハ
中
路
)

2

1
け
い
一
伯
作
人
富
免
、
折
衝
長
史
作
人
永
究
、
宋
相
懐
作

(
後
略
)

と
あ
り
、
郎
中
と
並
ん
で
長
史
の
名
が
見
え
て
い
る
。
ま
た
、
先
の
『
周
書
』
の

記
事
を
見
る
と
、
司
馬
に
次
い
で
侍
郎
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、

(
お
)

こ
の
こ
と
は
先
に
見
た
ア
ス
タ
ー
ナ
四
八
号
募
か
ら
の
官
員
名
籍
に
も
、

(
前
略
)

7
川
ハ
一
司
馬
局
師
、
同
障
問
、
侍
郎
子
洛

8

1

1
一
衆
、
侍
郎
延
慶
、
参
軍
師
児
、
麹

(
後
略
)

と
あ
り
、
司
馬
に
次
い
で
侍
郎
そ
し
て
次
に
参
寧
が
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
官
人
の
身
分
的
列
位
と
し
て
一
長
史
一
・
司
馬
・
郎
中

。
侍
郎
に
限
っ
て
言
え
ば
上
か
ら
郎
中
a

長
史
@
司
馬
・
侍
郎
の
序
列
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
o

ま
た
こ
の
こ
と
は
恐
ら
く
、
先
に
見
た
紹
曹
郎
中

の
存
在
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
当
初
よ
り
の
こ
と
で
あ
づ
た
と
思
わ
れ
、
高

田
白
玉
の
府
と
し
て
の
一
長
一
史
・
司
馬
の
官
と
す
同
昌
王
の
王
国
と
し
て
の
郎
中
@
侍

郎
の
官
と
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
高
昌
国
が
、
高
昌

趨
氏
一
両
日
出
国
の
官
制
に
つ
い
て

主
の
「
燦
騎
大
将
軍
・
西
平
郡
開
国
公
ι
の
府
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
な
が

(
お
)

ら
、
高
日
目
玉
固
と
し
て
存
在
し
て
い
た
あ
ら
わ
れ
に
過
ぎ
な
い
。

高
昌
国
の
社
会
が
、
一
般
的
に
門
閥
社
会
と
し
て
認
識
さ
れ
、
王
族
麹
氏
及

ぴ
張
氏
を
中
心
と
し
て
、
中
・
小
の
も
の
を
含
め
て
多
く
の
漠
人
豪
族
が
こ
の

国
に
存
在
し
、
そ
し
て
ま
た
こ
う
し
た
豪
族
た
ち
が
歴
代
、
官
人
を
輩
出
す
る

回
定
化
し
た
官
人
層
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と

(

付

加

)

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
多
く
の
数
に
の
ぼ
る
豪
族

た
ち
の
、
官
人
と
し
て
の
身
分
及
び
官
界
で
の
口
叩
階
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の

こ
そ
が
、
こ
れ
ら
の
将
軍
号
を
含
め
た
官
称
号
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
『
周
書
』
に
「
階
位
相
次
い
で
諸
事
を
分
掌
す
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
こ

れ
ら
の
官
号
を
も
づ
た
多
く
の
官
人
た
ち
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
各
部
の
職
務
が

分
掌
さ
れ
処
理
さ
れ
て
い
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
官
称
号
の
捉
え
方
に
誤
り
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
先
に
検
討

し
た
官
制
の
変
遷
そ
の
も
の
に
づ
い
て
、
特
に
そ
れ
を
想
定
さ
せ
た
史
料
の
解

釈
そ
の
も
の
に
対
し
て
疑
問
を
捷
一
尚
一
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
づ
ま
り
、
先
に
述
ぺ

(
幻
)

た
よ
う
に
こ
の
国
に
は
、
恐
ら
く
当
初
よ
り
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
が
、
官
人

の
身
分
的
な
列
位
と
し
て
郎
中
・
長
史
・
司
馬
・
侍
郎
の
序
列
が
存
在
し
、
こ

(
お
)

れ
ら
が
各
部
の
職
務
を
分
掌
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
官

の
中
央
各
部
の
職
務
の
管
掌
に
づ
い
て
は
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
同
時
に
そ
の
職

務
を
遂
行
し
て
い
た
と
は
限
ら
ず
、
か
な
り
流
動
的
な
面
が
あ
る
こ
と
も
予
想

さ
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
長
史
@
司
馬
の
官
号
を
廃
し
て
、
そ
こ
で
初
め

て
そ
れ
に
代
っ
て
郎
中
・
侍
郎
と
い
う
官
号
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
変

五



史
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遷
を
、
決
し
て
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
種
々
推
測
を
交
え
た
が
、
中
央
官
制
に
お
け
る
各
部
の
官
号
の
性
格

及
び
そ
の
変
遷
に
づ
い
て
検
討
を
試
み
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
官
制
の
も
う
一

づ
の
柱
と
な
る
べ
き
地
方
官
制
は
ど
の
よ
う
な
基
盤
の
上
に
お
か
れ
、
そ
し
て

そ
の
官
吏
た
ち
は
こ
う
し
た
官
人
の
身
分
列
伎
の
中
で
如
何
な
る
位
置
を
占
め

る
も
の
で
あ
ヲ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
併
せ
て
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

一一、

地
方
官
制
の
性
格

高
島
国
の
地
方
官
制
を
考
え
て
ゆ
く
場
合
、
ま
ず
こ
の
固
に
郡
県
制
が
施
か

(

明

白

)

れ
て
い
た
こ
と
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
た
だ
し
郡
県
制
と
は

い
っ
て
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
中
国
内
地
の
制
度
と
は
著
し
く
そ
の
様
相
を
具

に
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
o

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ま
ず
検
討
を
加
え
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。

『
旧
唐
書
』
巻
一
九
八
、
官
一
両
昌
伝
よ
れ
ば
、
唐
が
一
両
日
白
を
征
討
し
た
際
の
こ
と

を
記
し
、
「
(
侯
)
君
集
分
兵
掠
地
、
下
共
三
郡
五
豚
二
十
二
城
、
戸
八
千
、
口

三
高
七
千
七
百
、
馬
四
千
三
百
匹
」
と
見
え
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
よ
り
、
高

昌
国
に
は
そ
の
滅
亡
時
に
三
ク
の
那
と
五
ワ
の
県
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
医
『
文
書
』
等
に
よ
ワ
て
確
か
め
ら
れ
る
郡
県
の

数
は
、
こ
れ
と
符
合
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
今
、
郡
県
で
あ
る
こ
と
が
篠
認
さ

れ
な
い
城
邑
名
も
含
め
て
改
め
て
掲
出
す
る
と
次
頁
の
表
の
如
く
に
な
る
。

こ
の
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
現
在
の
と
こ
ろ
四
つ
の
郡
及
び
十
四
の
県
が

確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
高
昌
国
の
主
だ
フ
た
城
邑
の
数
が
、
こ
の
時
十
八
城

三
六

(
幻
)

か
ら
二
十
二
城
ほ
ど
で
あ
ワ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
が
こ
の
国
の

だ
い
た
い
の
城
邑
名
を
網
羅
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
以
上
郡
県
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
し
、
ま
た
こ
こ
に
挙
げ
た
も

の
は
時
代
的
に
幅
広
く
散
在
し
た
史
料
か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
或
い
は
時

代
に
よ
る
郡
県
の
置
廃
も
当
然
考
え
ら
れ
る
。
特
に
横
裁
郡
の
場
合
、
従
来
『
造

寺
碑
』
な
ど
の
検
討
か
ら
、
突
欧
勢
力
が
高
昌
に
支
配
を
及
ぼ
し
た
六
世
紀
半

ご
ろ
に
、
県
か
ら
郡
へ
昇
格
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
た
だ
後
に
も

0

3

)

 

検
討
す
る
「
延
誇
一
元
年
也
六
月
勾
遠
行
馬
債
銭
勅
符
」
に
は
撲
殺
県
の
名
が
見

/に

え
て
い
る
。
嶋
崎
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
高
昌
国
で
は
一
つ
の
城
邑
に
郡

と
県
が
同
時
に
配
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り
こ
の
地
が

六
世
紀
の
中
葉
か
ら
延
寿
元
年
(
六
二
四
年
)
ま
で
の
聞
に
、
い
つ
し
か
郡
よ

り
県
へ
一
戻
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
頁
の
表
に
見
え
る
よ
う
に
、
高
周
回
国
に
お
け
る
郡
県
の
数
は
、
従

来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
り
も
遥
か
に
多
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ

る
が
、
で
は
こ
う
し
た
郡
県
と
は
、
高
畠
固
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
の
実
体
を
も
づ

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
ま
ず
次
の
よ
う
な
史
料
に
注
目
さ

(
的
)

れ
る
o

カ
ラ
ホ

1
ジ
ャ
八
九
号
墓
よ
り
出
土
し
た
文
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は

(
司
〉
〔
主
U

茂
細
川
郡
口
馬
者
、
中
郎
崇
信
博
令
、
刺
彼
郡

(

奴

)

ハ

検

叫

l
(
知

)

(

手

)

翠
忠
義
失
口
一
人
、
若
剣
校
智
慮
、
与
守
力
翠
取
。

符
到
如
令
。
不
得
遺
失
、
↓
水
旨
奉
行
。

幸
和
十
一
年
三
月
品
川
日
都
官
起

都
官
長
史
幽
順
(
吋
印
吋
同
窓

g
o
H
i日
)

U
 

1 2 向。4 5 



高畠田郡県・城邑名表

遡
氏
高
邑
闘
の
官
制
に
づ
い
て

「瓦F16 一両む二示扇市町古ヨ冨F7-
1.交河郡 IYar-khoto I (II)-P.28， (m)-P.89， 90， 91， 92， 93，132， (梁)

2園田地君'~ I Lukchun I (m)-P.27， 29， 30， 89，138，探)

3.検哉郡。県 IKhand6 I (田)-P.91，宮2，93，95，機).(文)72-1，P.10，調)

4.南平郡 ILampu I (II)-P.37， (張)，(四)，(新)

5.柳 婆 県 ILampu? I (II)-P.29，(梁)

6.塩城県 IYamshi I (II)-P.29， (田)-P.27，91， 93， (陰)パ四)

7. 無(走〉半県 IBogan 1 (II)-P.29， (四)，犠)

8 始昌県 IOi-tam廃吐 I(II )-P.29， (m)-P.290， (梁)

百.永安県 I(皿)-P.26，28， 29， 92， 95， 138，291， (文 72-1，P.10

10.安楽 県 I(m)-p.27， 28， 91，92，127，138，291， (文 72-1，P固10
(44) 1 

11.袴林県 IBuluyuk I (皿)-P訓， 92，93，95，138，291，327，(梁)，(四)

12.新興県 ISengim I (梁)，(麹)
13.寧戎 県 I(阻)-P.92，(麹)

14.白芳県 IPichan 

15.酒 泉 県

16.威神!果

17.永昌 県 I(m)-P.91， 92， 93，138，208 

18.安畠 IPaka-bulaq? I (m)-P.127，噺7

域

寧 IToyuk 

川 ILamjin 

(m)-p.95，(梁)，(文)72-1，P'lO， (慈)

(国)-P.287，291， 292， 299 

(II)-P.13， (m)-P.91， 93， 238 

19.武 (m)-p.216，0'官)

(II )-P.13， (m)-P.29， 91， 138，200，239， (梁)

(直)-P.91，92， 93， 200， (梁)

[(E)P138 

I (梁)

I ~梁)ω
i (文)77-3，P.28 f文)77-3，P.28 
(籍)

20 高

21.臨

22. 諸 Ti又

23. 由 寧

24. ，億 進

25. 古屋

句r成〈笈来主
11 2276 . 子寧

Yankheつ

Toksun 

Shurgε? 

--!:二

「文書』第2冊....-(11) 

『文書』第 31冊.....(直)

『梁書』巻54，諸夷3 高畠伝ー一(梁)

『文物J......(文)(π-3，P.2$比『文書~ ) 
1に見えないものに限る/

『主客長史陰氏造奇省宇j].ぃ・(陰)

『造寺碑j](麹斌芝)-一(麹)

5即位夫人麹氏墓表・....(張)(41)

fli完全墓表・… (沼)(42)

開元四年柳中東高寧郷籍.....(籍)(43)

「梁間公記j](IT"太平広記」巻81所引〉
・・(四〉

『新鹿島書』巻40地理志一一一(新)

『慈恩寺三蔵法師伝』巻 l…(慈)

1.地邑の典拠はp 主なものに限った。

2，この表では， (皿)P.64， P.180-4の某氏族譜を除外している。

3 現在位置は，嶋崎昌「高昌国の城邑についてJIT"高邑j]P.113~147 によってい

る。
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と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
逃
走
し
た
覆
忠
義
と
い
う
奴
識
を
捕
獲

す
る
た
め
に
、
都
宮
長
史
か
ら
、
中
郎
を
通
じ
て
交
河
郡
に
そ
の
逮
捕
の
命
令

が
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
時
・
中
央
の
命
令
を
受
け
て

実
際
に
そ
の
任
務
を
奉
行
す
る
責
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
の
が
、
交
河
郡
司
馬

(
主
)
者
と
寄
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
交
河
郡
だ
け
で
な
く
次
に

掲
げ
る
よ
う
に
柳
婆
・
五
半
・
闇
城
・
始
昌
の
四
県
に
も
都
官
長
史
よ
り
命
令

{関】

が
下
さ
れ
て
い
る
。

1

柳
暁
・
侃
陣
・
噛
明
・
崎
間
四
勝
司
馬
主
者
、
中
郎
栄

2

信
体
令
、
刺
彼
線
、
障
協
蟻
失
奴
一
人

門
検
)
(
知
V

ハ守
U

ハカ〉

3

若
剣
校
相
官
施
与
口
口
率
取
。
符
到
如
令
。
不
得
遺

失
、
承
凶
日
奉
行
。

4 

章
和
十
一
年
三
月
品
川
日
都
官
起

都

官

長

史

働

順

守

間

同

，

M
G孟
∞
曲
目
戸
|
N
〉

こ
の
四
県
に
も
全
く
同
じ
日
付
で
中
央
か
ら
覆
忠
義
捕
獲
の
命
令
が
下
さ

れ
、
こ
れ
を
受
け
た
の
も
岡
県
の
司
馬
主
者
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
づ
ま

り
中
央
か
ら
同
時
に
交
河
郡
と
四
県
の
司
馬
主
者
に
同
じ
命
令
が
下
さ
れ
て
い

る
乙
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

ま
た
雪
国
晩
年
の
史
料
の
中
に
も
、
大
谷
忠
説
会
詩
元
年
制
六
月
勾
逮

re

、

行
馬
債
銭
勅
符
〉
の
中
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
。

-
勅
使
阿
蹄
司
馬
主
者
、
彼
郡
今
須
甲
申
歳
六
月
間
違
行
馬
債
銭
、
沿
三
月

前
週
銭
。
前
有
符
去
、
至
今
〔
未
来
、
今
〕

受
重
遺
符
去
、
符
到
、
期
比
月
或
拾
伍
目
、
仰
餓
事
人
、
送
来
詣
府
、
翰

5 6 
2 

八

入
使
畢
、
不
得
途
失
。
承
回
目
奉
〔
行
〕

3

通

事

令

史

伊

民

4

-
嵐
四
晴
元
年
甲
府
歳
六
月
廿
一
日
起
円

5

寧
述
将
軍
吏
部
郎
中
兼
兵
部
事
麹
一
ハ

こ
の
符
の
主
な
内
容
は
、
交
河
郡
の
遅
延
し
て
い
る
遠
行
馬
価
銭
の
納
入
を

重
ね
て
命
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
同
じ
く
交
河
郡
の
司
馬
主
者
に
こ
の

勅
符
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
こ
の
大
谷
文
書
の
中
に
は
、
威
神
県
司
馬
主

者
(
延
寿
元
年
)
・
機
織
県
司
馬
主
者
の
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
つ
ま
り

高
昌
国
-
代
を
通
じ
て
、
中
央
よ
り
命
令
を
受
け
直
接
郡
県
の
行
政
の
責
務
を

負
ヮ
て
い
た
の
は
各
都
県
の
司
馬
主
者
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ぜ
こ
の
可
潟
主
者
と
さ
れ
る
も
の
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

従
来
郡
の
官
制
と
し
て
、
一
戸
市

7
国
首
な
ど
の
各
市
宮
の
も
と
に
司
馬
を
頂
点

と
し
て
そ
れ
に
次
い
で
参
軍
・
主
簿
が
配
さ
れ
て
い
た
乙
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

(
臼
}

て
い
る
が
、
こ
の
司
馬
主
者
は
こ
れ
ら
郡
官
の
頂
点
に
お
か
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
郡
で
は
、
白
須
浄
真
氏
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
る

よ
う
に
、
各
曹
の
司
潟
の
上
位
は
、
高
昌
司
馬
ハ
中
央
の
司
馬
〉
に
直
接
つ
な

(幻〉

が
る
も
の
で
あ
つ
が
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
司
馬
主
者
は
、
そ
の
身
分
階
層
上

ま
ず
中
央
の
司
馬
に
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

県
の
揚
合
は
、
今
の
と
こ
ろ
十
分
に
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
各
曹
の
も
と
に

〈
口
四
)

録
事
・
参
軍
・
中
南
融
持
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
一
応
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

場
合
も
司
馬
主
者
は
、
こ
う
し
た
燥
の
官
吏
を
統
轄
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と



思
わ
れ
る
。
郡
と
県
と
の
関
係
は
先
に
見
た
カ
ラ
ホ
1
ジ
ャ
八
九
号
墓
よ
り
の

二
点
の
文
書
よ
り
鋭
わ
れ
る
よ
う
に
、
直
接
の
統
属
関
係
は
な
か
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
実
質
的
に
は
同
じ
レ
グ
且
ル
に
扱
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
の
こ
と
と
も

関
連
し
て
郡
の
太
守
と
県
令
と
の
聞
の
身
分
的
な
格
差
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
こ

{
お
)

と
か
ら
も
、
こ
の
県
司
馬
主
者
も
そ
の
身
分
階
腐
は
、
郡
司
馬
主
者
と
殆
ん
ど

変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
郡
県
司
馬
主
者
の
身
分
階
層
を
考
え
る
時
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の

が
次
の
『
局
書
』
巻
五

O
、
高
畠
伝
の
記
事
で
あ
る
。

諸
城
各
有
戸
曹
・
水
曹
・
回
曹
。
毎
城
遺
可
田
刷
・
侍
郎
、
和
監
検
校
、
名
潟

城
令
。

?
つ
ま
り
、
各
城
邑
に
は
城
令
と
し
て
司
馬
・
侍
郎
が
遺
わ
さ
れ
、
こ
れ
を
監

督
せ
し
め
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
記
事
に
表
現
さ
れ
る
諸
城
と
い

う
も
の
が
こ
れ
だ
け
の
内
容
か
ら
で
は
明
確
に
つ
か
み
難
い
の
で
、
ど
う
し
て

も
ニ
様
に
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
}
ワ
は
、
こ
の
諸
城
を
郡
城
・
県
城

を
含
ん
だ
全
般
的
な
城
邑
そ
の
も
の
を
指
す
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
揚

合
恐
ら
く
先
に
検
討
し
た
司
馬
主
者
は
、
城
令
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
司
馬
の
こ

と
を
指
す
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
何
故
城
A
V
と
名
づ
け
ら
れ
て
い

る
も
の
が
、
司
馬
主
者
と
い
う
現
わ
れ
方
を
す
る
の
か
問
題
と
な
ろ
う
。
ま

た
、
も
う
一
つ
は
、
郡
城
や
県
域
を
除
い
た
そ
れ
以
外
の
城
邑
と
い
う
見
方
で

あ
る
。
こ
れ
は
既
に
嶋
崎
昌
氏
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

A

お日る
。
現
段
階
で
は
明
裕
な
解
答
を
持
ち
得
な
い
が
、
た
だ
執
れ
に
せ
よ
、
こ
の

『
周
書
』
の
記
事
に
よ
り
恐
ら
く
郡
・
県
城
以
外
の
城
邑
に
も
司
馬
及
び
侍
郎

麹
氏
高
島
国
の
官
制
に
つ
い
て

が
派
遣
さ
れ
各
城
邑
を
統
給
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
し
か
も
こ
れ
ら
に
も

一
戸
曹
・
水
曹
・
悶
曹
の
b

令
官
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
即
ち
都
県
制
と
は
い
っ
て
も
郡
城
及
び
県
域
を
含
ん
だ
各
域
邑

の
実
質
的
な
統
治
が
、
一
様
に
中
央
の
司
馬
・
侍
郎
の
身
分
層
の
も
の
に
よ
っ

て
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

従
来
、
こ
の
国
に
お
い
て
、
郡
県
制
に
お
け
る
郡
太
守
・
県
令
の
地
位
的
格

差
が
殆
ん
ど
な
く
、
し
か
も
そ
の
相
対
的
地
位
が
甚
だ
高
か
っ
た
こ
と
が
強
調

{
幻
)

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
オ
ア
シ
ス
国
家
と
し
て
の
こ
の
国
の
城
島

統
治
の
実
際
を
踏
ま
え
た
上
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
実
際

(
四
国
}

に
高
島
国
に
お
い
て
郡
太
守
・
県
令
で
あ
っ
た
も
の
を
見
て
み
る
と
、
だ
い
た

い
先
に
見
に
中
央
の
身
分
位
階
の
う
ち
郎
中
・
長
史
ク
ラ
ス
の
も
の
が
な
づ
て

い
た
乙
と
が
わ
か
る
が
、
即
ち
こ
の
こ
と
よ
り
中
央
身
分
階
層
か
ら
言
え
ば
、
郎

中
・
長
史
ク
ラ
ス
の
も
の
が
、
郡
太
守
・
県
令
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
司
馬
・
侍
郎
ク
ラ
ス
の
も
の
が
、
実
際
上
の
地
方

の
統
治
に
あ
た
q

て
い
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
中
央
の
官
人
階
層
が
、
侍
邸
以
上
の
も
の
と
参
寧
以
下
の

も
の
と
に
明
般
に
区
分
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
傍
証
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
高
畠
固
に
郡
県
制
が
種
行
さ
れ
て
い
た
と
は
い
っ
て

も
、
こ
の
国
の
地
方
統
治
の
根
幹
は
、
あ
く
ま
で
も
司
馬
・
侍
郎
に
よ
る
各
城

邑
統
治
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
そ
れ
ぞ
れ
の
城
邑
の
も
つ
重
要
性
に
よ

っ
て
郡
太
守
・
県
令
が
任
命
さ
れ
て
い
た
と
は
い
う
も
の
の
、
城
邑
相
互
に
直

接
の
統
属
関
係
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
ご
の
地
の
郡
県
制

九



史
観
第
一

O
九
冊

度
の
実
態
を
捉
え
た
上
で
、
こ
の
国
の
地
方
官
制
と
い
う
も
の
を
考
え
て
ゆ
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。

む
す
ぴ

以
上
、
高
昌
国
の
官
制
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
述
べ
て
き
た
と

こ
ろ
を
ま
と
め
て
お
く
と
次
の
よ
う
で
あ
る
o

付
従
来
の
説
に
よ
れ
ば
、
結
曹
郎
中
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
行
政
各
部

に
は
、
最
初
長
史
・
司
馬
が
配
さ
れ
て
い
た
の
が
、
麹
伯
雄
の
時
代
に
官
制
の

改
革
が
お
こ
な
わ
れ
、
長
史
を
郎
中
に
、
司
馬
を
侍
郎
に
と
い
う
変
選
が
見
ら

れ
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
伯
旋
時
代
の
改
革
に
づ
い
て
は
遺
憾
な
が
ら
こ

れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
官
制
の
変
遷
そ
の
も
の
に
対

す
る
従
来
の
理
解
に
も
疑
問
を
提
出
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

付
そ
も
そ
も
高
昌
国
に
お
け
る
長
史
e

司
馬
な
ど
の
官
号
は
、
根
本
的
に

は
ま
ず
、
こ
の
国
に
お
い
て
固
定
化
し
た
官
人
層
を
形
成
す
る
高
昌
豪
族
の
、

官
人
と
し
て
の
身
分
と
官
界
に
お
け
る
品
階
を
保
証
す
る
性
格
を
も
つ
も
の
で

あ
っ
た
。

同
そ
し
て
そ
の
官
号
の
身
分
的
列
位
と
し
て
上
か
ら
郎
中
@
長
史
@
〔
将

(
お
)

軍
(
威
遠
@
陵
江
等
)
〕
・
司
馬
・
侍
郎
等
々
の
序
列
が
存
在
し
、
そ
し
て
そ

う
し
た
身
分
を
与
え
ら
れ
た
宮
人
た
ち
の
中
で
、
実
際
の
各
部
の
職
務
が
分
掌

さ
れ
処
理
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
宮
人
に
は
列
位
が
あ
り
諸

事
を
分
禁
じ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際
行
政
を
と
る
官
暑
が
存
在
し
な
い
と
さ

れ
る
こ
の
国
r

の
、
の
実
際
の
あ
り
方
宏
一
不
す
も
の
で
あ
る
。

四
0 

倒
そ
れ
故
、
官
制
の
変
遷
に
よ
り
長
史
・
司
馬
の
官
号
を
廃
し
て
、
そ
こ

で
始
め
て
郎
中
・
侍
郎
の
官
号
を
設
置
し
た
の
で
は
な
く
判
当
初
よ
り
長
史
@

可
馬
と
と
も
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

伺
ま
た
こ
の
~
国
に
は
地
方
に
郡
県
制
が
施
行
さ
れ
て
い
た
が
、
た
だ
し
郡

県
制
と
は
い
っ
て
も
郡
県
が
お
か
れ
て
い
た
城
邑
を
含
め
、
こ
の
国
の
諸
城
邑

の
実
質
的
な
統
治
が
、
一
様
に
司
馬
。
侍
郎
の
身
分
層
の
も
の
に
よ
っ
て
運
営

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
o

制
そ
し
て
先
に
検
討
し
た
中
央
の
身
分
階
層
を
忠
実
に
反
映
し
、
郎
中
@

長
史
ク
ラ
ス
の
患
の
が
、
郡
太
守
@
県
令
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
下

位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
司
馬
@
侍
郎
の
階
層
が
実
際
上
の
地
方
の
統
治
に

あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

同
そ
れ
故
、
郡
太
守
・
県
令
が
任
命
さ
れ
る
と
い
づ
て
も
、
こ
う
し
た
オ

ア
シ
ス
国
家
と
し
て
の
こ
の
国
の
城
邑
統
治
の
実
態
を
踏
ま
え
た
上
で
理
解
す

べ
き
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
種
々
推
測
を
交
え
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
所
も
少
な
く
な

く
、
な
お
未
だ
細
部
に
ク
い
て
も
検
討
を
加
う
べ
き
点
も
多
い
が
、
敢
え
て
こ

こ
に
私
見
を
発
表
し
博
殺
の
御
教
正
を
仰
ぎ
今
後
の
研
究
を
進
め
て
ゆ
き
た
い

と
思
う
。

語
)国

家
文
物
局
古
文
献
研
究
室

『
文
書
』
:
新
彊
維
吾
爾
自
治
区
博
物
館

武
漢
大
川
町
寸
陵
史
系

略

続
『
吐
魯
番
文
書
』
第
二
二
ニ
冊



文
物
出
版
社
、
一
九
八
一
年

『
高
昌
』
:
・
嶋
崎
昌
『
惰
唐
時
代
の
東
ト
ゥ
ル
キ
ス
タ
ン
研
究
|
高
昌
国
史

研
究
を
中
心
と
し
て
!
』
。
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年

『
籍
帳
』

ι:
池
田
温
『
中
国
古
代
籍
帳
研
究

J
概
観
・
録
文

γ』
一
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
七
九
年
。

『
造
中
一
寸
碑
』
高
昌
建
畠
元
年
間
折
衝
将
軍
新
興
令
麹
斌
芝
造
寺
碑
、
注
(
剖
〉

ハ
注
)

〈

1)?

現
在
ま
で
(
一
九
八
三
年
六
月
以
の
と
こ
ろ
『
文
書
』
第
一

I
三
冊
が
公
刊
さ

れ
て
い
る
D

こ
の
文
書
に
つ
い
て
の
詳
し
い
紹
介
は
、
既
に
唐
長
諸
氏
の
講
演
(
一

九
八
一
年
正
月
〉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
原
稿
は
『
東
方
学
報
』
五
四

冊
、
一
九
九
三
年
(
唐
長
濡
「
新
出
吐
魯
呑
文
書
発
掘
整
理
経
過
主
文
書
簡
介
じ

に
見
え
て
戸
い
る
。
ま
た
こ
の
講
演
の
大
要
を
一
訳
出
し
た
も
の
と
し
て
池
田
温
「
中
国

に
お
け
る
吐
魯
呑
文
書
整
理
研
究
の
進
展
|
唐
長
菊
教
授
講
演
の
紹
介
を
中
心
に

|
」
『
史
学
雑
誌
』
九
一
!
三
、
一
九
八
二
年
、
が
あ
る
。
こ
の
他
白
須
浄
真
弓
吐

魯
呑
出
土
文
書
第
一
冊
』
ー
そ
の
紹
介
と
紀
年
の
考
察
|
」
『
書
諭
』
一
八
、
一

九
八
一
年
も
紀
年
の
考
証
と
と
も
に
『
文
書
』
第
一
冊
の
丁
寧
な
紹
介
文
と
な
っ
て

い
る
。

(
2
〉
嶋
崎
昌
「
麹
氏
高
昌
国
官
制
考
」
『
高
畠
』
二
五
三

t
一一一

O
九
頁
J

(

特
に
記
冶

な
い
限
り
害
同
局
』
は
/
こ
の
論
稿
句
作
Y
}

与
を
指
す
V

こ
れ
に
土
砂
従
来
〆
の
質
文
鴻
氏

の
官
制
表
一
ハ
『
高
貝
重
宝
』
~
一
山
一
九
一
三
一
斧
げ
『
警
棒
高
昌
一
霊
』
エ
九
五
]
年
)

に
多
〈
の
訂
正
が
加
え
ら
れ
た
。

(
い

3
)

司
高
昌
』
二
六
四
頁
。

(
4〉
『
高
畠
』
二
六
三
頁
。

ハ
5
V

『
高
畠
』
二
八
O
t
-頁。

ハ
6
)

『
文
物
』
一
九
八
一
|
一
、
四

O
頁。

抽
笠
宮
周
国
国
の
官
お
制
に
つ
い
て

〈

7
)

呉
震
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
張
忠
は
張
武
忠
の
筒
称
で
あ
り
、
張
務
忠
と
同
一
の

人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
。
呉
震
「
麹
氏
高
昌
国
史
索
隠
|
従
張
雄
夫
婦
墓
志
談
起

|
」
『
文
物
』
一
九
八
一

l
一
一
、
四
O
頁。

(
B
U
j
A録
文
〕
1

『
文
書
』
第
三
冊
、
一
九
五
|
六
頁
。
池
田
温
、
一
九
八
二
年
十
一

月
第
八
。
回
史
学
会
大
会
東
洋
史
部
会
の
レ
ジ
ュ
メ
、
(
部
分
移
録
は
除
外
す
る
)
。

〔
写
実
〉
新
彊
維
吾
爾
自
治
区
博
物
館
編
『
新
彊
歴
史
文
物
』
文
物
出
版
社
、
一
九

七
九
年
、
九
八
賞
、
図
一
六
。
な
お
文
書
の
題
名
は
一
応
『
文
書
』
の
も
の
に
よ
っ

て

い

る

。

!

一

(
日
〉
!
一
明
文
書
』
第
三
冊
、
二
八
ニ

t
z一
頁
の
「
高
昌
延
欝
九
年
(
剛
山
)
屯
田
残
奏
」

(
延
)
〈
薄
)
(
九
)

(
叶

N

A
門
〉
昌
広
明
・

8
(釦
)
〉
に
、
「
口
口
口
年
壬
辰
歳
月
日
屯
田
奏
」

と
見
え
て
い
る
こ
と
や
他
の
奏
行
文
書
の
書
式
よ
り
推
定
す
る
。

(
叩
)
九
ハ
一
部
と
は
、
兵
・
民
・
庫
・
倉
・
杷
・
吏
・
主
客
・
都
官
の
こ
と
(
『
周
書
』
巻

五
O
、
ー
高
呂
田
伝
に
-
見
え
る
薩
部
は
誤
り
)
で
あ
る
が
、
た
だ
吏
部
に
つ
い
て
は
、
嶋

崎
氏
は
麹
伯
雅
の
官
制
改
革
以
後
の
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
但
し
既
に
見
た
よ

う
に
伯
雄
の
一
時
代
、
漠
化
運
動
に
伴
う
官
制
改
革
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
し
、
後
で

説
く
よ
う
に
官
制
改
革
そ
の
も
の
に
づ
い
て
も
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

『
高
昌
』
二
六
二
頁
。

(
担
)
注
(

9

)

の
文
書
や
「
建
昌
四
年
(
五
五
八
年
〉
張
遁
墓
表
」
(
『
新
彊
出
土
文

物
』
、
夫
物
出
版
社
、
マ
ト
九
七
五
年
、
四
回
頁
、
図
七
二
)
に
屯
田
の
名
が
見
え
る
。

後
者
に
は
追
贈
官
と
し
て
凌
江
将
軍
屯
田
司
馬
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
吐
魯
呑
文

書
整
一
理
小
組
吋
新
彊
維
吾
爾
自
治
区
博
物
館
「
鴎
魯
蕃
誕
百
l
唐
墓
葬
出
土
文
書
概
述
」

一
ぺ
『
文
物
』
一
見
セ
七
(
一
{
一
、
一

μ

一
六
真
に
は
、
建
畠
年
間
の
屯
田
部
の
奏
文
中
時
、
将

除
漫
下
の
虎
Z
A
(
将
軍
)
睦
羅
が
葡
萄
潤
九
O
歩
を
得
た
こ
と
を
記
す
と
い
う
。

(
ロ
)
『
文
書
』
第
三
冊
、
七
三

t
八
八
頁
。
『
文
書
』
第
二
冊
、
二

O
九
t
一
三
頁
。

馬
滋
「
略
談
有
関
高
昌
史
的
幾
件
新
出
土
文
書
」
『
考
古
』
一
九
七
二
!
四
、
四
六

I
ー
ハ
頁
参
照
-

(
円
M

M

t

呉
震
、
前
掲
注
(
7
)
論
文
、
四
四
頁
。
白
須
浄
真
「
高
邑
壬
・
麹
嘉
の
即
位
年

次
に
つ
い
て

l
呉
震
氏
の
新
説
を
め
ぐ
っ
て
|
」
『
小
野
勝
年
博
士
綴
害
時
記
念
東
方

四



史
観
第
一

O
九
冊

学
論
集
』
龍
谷
大
学
東
洋
史
学
研
究
会
、
一
九
八
二
年
、

(
M
H
)

呉
震
、
前
掲
論
文
、
四
一

1
四
頁
。

(
日
)
「
籍
張
』
=
二
二
三
頁
。
諸
種
文
主
同
一

O
八。

(日山〉

k
f
ω

宮
山
口
"
同
口
口
ぬ
円
同
HH

。ω
H
k
r凹
H
P

〈
O
H
・
口
W
C
H
沙門ハ
Y

S

N
∞
.
〉
官
官
ロ
品
目

H
U
H
ι

・
H
C
ω
m
・

(
げ
)
『
世
間
昌
』
二
六
回
京
。
白
須
浄
真
「
高
局
門
閥
社
会
の
研
究
|
張
氏
を
通
じ
て

み
た
そ
の
構
造
の
一
端

L

『
史
学
雑
誌
』
八
八
一
、
一
九
七
九
年
、
コ
一
七
頁
。

(
日
)
白
須
浄
真
・
萩
信
雄
「
高
岡
白
墓
場
考
釈
H
H
」
『
害
論
』
第
十
四
号
、
一
九
七
九

年
、
一
八
五
官
民
。

(
川
印
)
〔
写
真
〕
『
新
彊
出
土
文
物
』
、
一
九
七
五
年
、
三
三
頁
、
図
五
二
。
〔
録
文
〕
白

須
・
荻
、
前
掲
論
文
、
一
八

O
頁。

(
初
)
白
須
・
萩
、
前
掲
論
文
、
一
八
五
頁
。

(
幻
)
注
(

6

)

に
同
U
。

ー

(
幻
)
『
文
章
百
』
第
二
冊
、
六
五
頁
。
こ
の
サ
義
裁
が
出
土
し
た
ア
ス
タ
ー
ナ
一
七

O
号

墓
か
ら
は
、
高
昌
延
昌
二
年
(
五
六
二
年
〉
の
紀
年
を
持
ヲ
長
史
簿
演
の
随
葬
衣
物

琉
が
併
出
し
て
い
る
。

(
お
)
『
高
岳
』
二
七
五
頁
。

(

μ

)

〔
四
郎
文
〕
裳
大
化
『
新
彊
図
志
』
巻
八
二
、
金
石
二
。
内
藤
湖
南
「
高
昌
国
の

紀
年
」
『
内
務
湖
南
全
集
』
巻
七
、
四
五
四

t
八
頁
。
武
文
弼
『
吐
魯
番
考
古
記
』
、

一
九
五
回
、
五
四
一
良
付
。
な
お
録
文
と
し
て
池
田
温
先
生
の
作
製
さ
れ
た
も
の
を
利

用
し
得
た
。
碑
文
の
擦
問
魁
も
、
こ
れ
に
従
ヮ
て
い
る
。
〔
写
真
〕
業
文
弼
、
前
掲
書
、

図
版
五
四

l
七
o

〔
拓
本
〕
『
文
物
』
一
九
七
六
l
t十
一
一
、
五
三
一
貝
。

(
刊
ぢ
白
須
前
掲
注
(
刊
μ
)
論
文
、
三
六
頁
。

(
泌
)
〔
録
文
〕
策
文
弼
、
前
掲
書
、
五
四
頁
付
。
玉
樹
椴
『
新
開
掴
訪
古
録
』
巻
二
、

-
t
一
一
頁
。
亥
大
化
前
掲
書
官
、
一
二

t
五
頁
。
〔
拓
本
〕
策
文
弼
、
前
掲
妻
、
図
五
八
。

(
幻
)
『
高
昌
』
二
七
九
頁
。
白
須
、
前
掲
注
(
口
)
論
文
、
コ
一
六
頁
。

(
叩
凶
〉
筆
者
は
、
一
司
馬
H
M
廃
さ
れ
て
こ
れ
に
代
っ
て
侍
郎
が
設
け
ら
れ
た
と
は
考
え
て

い
な
い
の
で
、
こ
の
吏
部
侍
郎
を
中
央
の
司
馬
佼
階
と
同
位
の
も
の
と
し
て
見
る
こ

と
に
は
、
焚
成
で
き
な
い
。

一
九

O
頁。

四

(
開
山
)
『
文
書
』
第
三
冊
、
一
八
O
頁
に
は
、
ア
ス
タ
ー
ナ
五

O
号
墓
よ
り
出
土
し
た

「
某
氏
族
譜
L

と
開
国
さ
れ
る
文
書
を
載
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
「
察
一
一
孝
康
一
除
一
一

郎
中
屋
道
令
こ
と
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
長
道
(
県
)
令
が
高
畠
の
も
の
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
こ
の
郎
中
も
各
部
の
郎
中
と
同
位
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

よ
よ
ノ
。

(
幼
)
『
文
書
』
第
三
時
、
一

O
二
1
0七
頁
。

(
況
)
白
須
、
前
掲
注
(
口
〉
論
文
、
四
二
良
。

(
詑
)
〔
写
真
〕
『
文
物
』
一
九
六

0
1六
、
町
〔
録
文
〕
河
上
、
二

O
頁
、
白
須
、

前
掲
注
〈
げ
)
論
文
、
四
一
頁
(
一
部
)

o

そ
の
他
、
白
須
論
文
中
の
注
(
白
川
〉
参
照
の
こ

ム」。

(
お
)
従
来
、
高
島
国
の
将
軍
号
は
、
単
に
名
誉
の
称
号
と
し
て
加
官
さ
れ
る
性
格
を

も
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
た
だ
し
『
造
寺
碑
』
を
見
る
と
、
司
馬
の
者
で
将
軍
号

を
も
ヮ
て
い
た
の
は
一
員
だ
け
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
下
の
参
筆
、
主
簿
な
ど
に
は

種
々
の
史
料
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
授
け
ら
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

恐
ら
く
官
に
加
九
ら
れ
る
の
が
本
来
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
『
造
寺
碑
』
や
『
文

書
』
な
H

と
に
見
え
る
俊
江
a

威
遠
等
の
将
軍
は
、
長
史
や
司
馬
同
様
に
高
昌
官
人
の

一
づ
の
位
階
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
将
軍
号

は
し
ば
レ
ば
単
独
で
現
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
『
周
害
』
の
記
事
も
そ
う
理
解
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
よ
く
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
o

『
高
昌
』
二
六
六
1
九
頁
。

(
弘
)
『
文
書
』
第
三
冊
、
一
四
一
頁
。

(
お
)
注
内
初
)
に
同
じ
。

(
お
)
『
高
昌
』
二
八
五
、
二
九

O
頁
。
白
須
、
前
掲
注
(
げ
)
論
文
。
白
須
氏
論
文

は
、
官
同
日
口
門
閥
社
会
の
実
状
を
詳
紛
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
白
須
氏
に
は
、

同
「
唐
代
吐
魯
替
の
豪
族
!
と
く
に
向
史
那
賀
魯
の
反
乱
以
後
に
お
け
る
旧
高
畠
家

族
へ
の
処
遇
を
中
心
と
し
て
|
」
『
龍
谷
史
壇
』
七
二
、
一
九
七
七
年
。
同
「
唐
代

政
魯
呑
の
家
族
」
『
東
洋
史
苑
』
九
c

一
九
七

O
年
、
等
が
あ
る
。

(
幻
)
拍
細
菌
郎
中
の
存
'
在
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。

8

1の
司

馬

を

指

し

て

一

重

厚

(

史

筆

雲

母

車

『

問

題

山



志
望
、
一

4
2
5額
錦

町

号

(

圏

雲

弼

、

皇

、

一

O
一

頁
。
策
文
弼
『
高
畠
専
集
』
一
九
三
一
、
九
頁
。
(
専
集
と
略
称
)
)
或
い
は
王
府
可

馬
(
『
西
域
考
古
図
譜
』
(
下
)
、
仏
典
附
録
凶
)
と
記
さ
れ
る
唱
割
合
が
あ
る
が
、
こ

れ
は
恐
ら
く
高
昌
玉
の
帯
び
て
い
た
「
畷
騎
大
将
軍
、
西
平
郡
開
国
公
」
の
府
と
し

て
設
け
ら
れ
て
い
た
司
馬
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
侍
郎
の

場
合
、
王
国
霊
祭
日
)
の
張
遁
妻
、
登
氏
雲
氏
妻
、
(
関
)
譲
二
L

〕
い
一
間
…
専
用
紙
、
一
五
頁
。
(
閣
調
)
輔
均
一
一
一
一
一
一
域
一
良
〉
と
い
う
例
が
知
ら
れ
る
が
、
こ

れ
は
高
昌
王
の
王
国
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
た
侍
郎
と
い
う
意
味
と
な
ろ
う
o

こ
の

よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
長
史
、
司
馬
は
王
府
の
官
と
し
て
、
郎
中
や
侍
郎

は
王
国
の
官
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
官
号
が
共
じ
各
部
に
存

在
し
得
た
の
は
、
ま
さ
し
く
高
畠
王
の
「
駿
騎
大
将
軍
・
西
平
郡
開
国
公
」
の
府
と

し
て
の
性
格
を
も
ち
な
が
ら
、
高
邑
王
国
と
し
て
存
在
し
て
い
た
結
果
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

(
ぬ
)
『
一
両
日
白
』
二
六
九
I
七
六
頁
。

(
川
叫
〉
(
写
真
・
録
文
)
内
藤
湖
南
「
近
獲
の
二
三
史
料
」
『
内
藤
湖
南
全
集
』
巻
七
、

五
七
七

I
八
O
頁。

(
抗
)
(
織
改
)
白
須
、
前
掲
注
(
お
)
『
龍
谷
史
壇
』
五
三
頁
。
(
海
真
)
『
新
彊
出
土
文

物
』
一
九
七
五
年
、
七
一
頁
。
図
一
一

0
0

(
必
)
〉
・
∞
同
町
山
田
一
同
口
口
ω
口出
C
E
〉
ωぽ
・
〈
。
日
ロ
w
S
N∞
・
〉
g
u
m
山口
m
H
W
F
H
(
)
む
u

(
同

νH-

わ
凶
M
内
J
t『

H
H
)

(
必
)
『
籍
帳
』
二
回
二
一

t
七
一
貝
。
吐
魯
呑
籍
帳
二
一

O
。

(
川
相
)
唐
代
西
州
時
代
、
交
河
県
に
属
す
る
郷
と
し
て
安
楽
・
永
安
・
抽
出
泉
郷
が
知
ら

れ
て
い
る
。
西
柏
崎
定
生
『
中
国
経
済
史
研
究
』
東
大
出
版
会
対
一
九
六
六
年
四
三

九
頁
。
『
明
史
』
西
域
伝
に
も
安
楽
城
の
名
が
見
え
て
い
る
。

(高

(
必
)
『
西
川
図
経
残
巻
』
(

F

H

H

H

♀
二

O
O九
)
に
は
、
「
寧
戎
窟
寺
一
所
右
在
前

昌

際

)

、

、

庭
際
界
山
北
廿
二
旦
寧
戎
谷
中
一
と
あ
り
、
ま
た
大
谷
文
書
(
三
三
七
七
、
二
八
七

麹
民
高
周
回
国
の
官
制
に
づ
い
て

一
一
等
)
に
も
「
ハ
高
口
日
勝
)
城
北
廿
旦
寧
戎
苦
兵
谷
」
と
見
え
て
い
る
。
こ
れ
が
寧

戎
県
の
地
と
同
一
の
地
で
あ
れ
ば
、
こ
の
県
は
新
奥
県

3
0ロ
岡
町
自
)
と
近
い
位
置

に
あ
る
。
新
興
県
令
で
あ
っ
た
麹
斌
芝
の
『
造
寺
碑
』
に
も
最
後
の
署
名
部
分
に

、(市町)、

寸
一
地
軍
将
軍
兼
屯
田
事
帯
康
γ

ロ
燃
麹
紹
徽
」
と
見
え
て
い
る
が
、
こ
れ
も
新
興
県
と

の
関
連
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
こ
の
「
寧
口
県
」
の
部
分
の
録
文
は
、
池
田
温
先

生
の
作
製
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
始
め
て
知
弘
符
た
も
の
で
あ
る
。

(
川
叩
)
『
新
出
回
書
官
』
巻
四

O
、
地
理
芯
に
は
、
コ
父
河
、
中
下
、
白
勝
北
八
十
旦
有
議

泉
館
:
。
L

と
見
え
て
い
る
。

先
に
見
た
交
河
県
に
回
附
す
る
龍
泉
郷
の
存
在
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
龍
泉
城
は
交

河
城
よ
り
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
地
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

(
門
出
)
嶋
崎
昌
平
凡
問
問
自
国
の
城
邑
に
つ
い
て
」
『
高
邑
』
一
一
四
頁
二
三
七
頁
注
(

4

)

参
照
。

(
刊
叩
)
注
(
日
)
文
書
の
標
題
は
『
籍
販
』
に
よ
っ
て
い
る
。

(
必
)
『
文
書
』
第
二
冊
、
二
八
頁
。

(
日
)
問
布
、
二
九
頁
。

(
日
)
注
(
日
)
に
同
じ
。

(
見
)
『
高
昌
』
二
七
一
|
二
頁
。

(
日
)
白
須
、
前
掲
注
(
口
)
論
文
、
四
七
頁
注
(
日
叩
)
。

(
山
崎
)
『
十
両
国
』
二
七

O
頁。

(
日
)
同
右
、
二
七
五
頁
。

(
日
山
)
同
右
、
二
七
六
、
二
九
三
頁
。

(
日
〉
注
(
日
〉
。

(
問
)
「
張
延
衡
墓
表
」
注
(
日
目
)

0

「
張
忠
墓
古
衣
」
注
(
6
〉
。
「
張
洪
妻
焦
氏
墓
表
」
注

〈
幻
)
。
『
高
畠
』
二
七
五
頁
。

四




